
作 成 番 号

作 成 年 月 日

１　適用範囲

　　

２　撤去要領

３　検　査　

４　その他

 (1)　天災その他、点検者の責に帰する事のできない事由により、業者の義務の全部又は一

　　部を履行できない場合は、契約担当官の指示を受けるものとする。

 (2)　本仕様書に規定のない事項について疑義を生じた場合、契約担当官の指示を受けるも

　　のとする。

 (2)　鉄くずについては官側指定の場所へ集積するものとし、その他の発生材ついては請負
　　業者の責任において適法に処分するものとする。

自衛隊茨城地方協力本部仕様書

件 名

空 調 機 撤 去
６．１．１６

自 衛 隊 茨 城 地 方 協 力 本 部

 (2)　作業場所は茨城県水戸市三の丸３－１１－９とする。

 (1)　本仕様書は自衛隊茨城地方協力本部で実施する空調機の撤去について適用する。

 (3)　撤去する機器４台とし、細部については別紙のとおり。

 (1)　室内機、室外機及び冷媒配管等の撤去を実施し、当該施設の指定場所へと集積する。
　　なお、撤去する空調機については転用するため、室外機へ冷媒ガスの回収を行う。

 (3)　その他要する事項については官側と請負業者で協議するものとする。

　　作業完了後、検査官立会のもと確認を実施する。



№ 規格 台数 設置箇所

室内機 RAS-AJ25F(W) 1 1F
室外機 RAC-AJ25F 1 1F
室内機 AS-M259H 1 2F
室外機 AO-M259 1 玄関庇
室内機 FHP63DG 1 2F
室外機 RZRP63BCT 1 1F
室内機 FHP80DG 1 2F
室外機 RZRP80BCT 1 屋上
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機器型番

日立単相100V　壁掛け

富士通単相100V　壁掛け

ダイキン三相200V　天吊り

ダイキン三相200V　天吊り

対象機器諸元


